
令和６年度 広島市成年後見制度講演会

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力

が十分でない方が安心して生活するための制度です。今回の講演会

では、事例なども交え、成年後見制度の基本について講演します。

申込方法

電話・FAX・E-mail・郵送・申込フォームのいずれかの方法でお申込みください。
センターホームページ内からお申込みできます。
広島市成年後見利用促進センターホームページURL
（ https://shakyo-hiroshima.jp/kurashi/center.php ）
※ 電話でのお申込みは、土日祝を除く８：３０～１７：１５に受け付けています。

参加申込者へは申込締切後に開催案内等を送付いたします。
ライブ配信視聴（6月5日)はZOOMを使用した配信となります。開催日までにZOOMの
ダウンロードをお願いいたします。
参加費は無料ですが、オンライン通信費等は各自のご負担となります。
ライブ配信のみのため、再配信はございません。録画・録音・スクリーンショットなどはご遠慮
ください。

注意事項

申込先

主催：広島市成年後見利用促進センター（広島市委託事業）

電話：０８２ー２０７ー３３６７ FAX：０８２－２６４－６４３７
E-mail：kouken@shakyohiroshima-city.or.jp
住所：〒７３2－０８２２ 広島市南区松原町５番１号 BIG FRONTひろしま６階

（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会内）

１０：００～１２：００

● 場所：南区地域福祉センター ４階 大会議室

● 講師：社会福祉士 門田 博史 氏

● 参加方法：会場参加・ライブ配信

１３：３０～１５：３０

● 場所：安佐南区総合福祉センター ６階 大会議室

● 講師：司法書士 松田 佐智子 氏

● 参加方法：会場参加

１３：３０～１５：３０

● 場所：安芸区総合福祉センター ３階 大会議室

● 講師：弁護士 松本 亮 氏

● 参加方法：会場参加

１３：３０～１５：３０

● 場所：西区地域福祉センター ３階 大会議室

● 講師：司法書士 松田 佐智子 氏

● 参加方法：会場参加

6 /
(水) 5

6 /
(木) 6

6 /
(金) 14

6 /
(土)15

申込期間 令和６年

4/1５（月）～５/7(火) 必着

裏面は参加申込書になっています。

ホームページ
QRコード

成年後見制度って聞いたこと
あるけどどんな制度なの？

後見人って何をするの？

参加費無料

要申込

定員：各８０名

って える成年後見

※６月５日は午前開催です。



参 加 申 込 書
ふ り が な

氏 名

開催案内等
送付先住所

〒 ー

※ 送付先が事業所の場合は事業所名をご記入ください。

電話番号
（日中連絡がとれる番号）

参加希望日
（いずれかに✔をいれて
ください。※複数参加可）

① 令和６年６月５日（水） １０：００～１２：００
□ 南区地域福祉センター（会場参加）
□ ライブ配信視聴（ZOOM参加）
※６月５日は午前開催です。

② 令和６年６月６日（木） １３：３０～１５：３０
□ 安佐南区総合福祉センター（会場参加）

③ 令和６年６月１４日（金）１３：３０～１５：３０
□ 安芸区総合福祉センター（会場参加）

④ 令和６年６月１５日（土）１３：３０～１５：３０
□ 西区地域福祉センター（会場参加）

特記事項
（○がない場合は、「不要」と
させていただきます。）

要約筆記 手話通訳 車イス席

要 ・ 不要 要 ・ 不要 要 ・ 不要

事前質問
（講師へ成年後見制度に関する
質問があればご記入ください。）

②令和６年６月６日（木）

１３：３０～１５：３０

安佐南区総合福祉センター

（安佐南区中須１ー３８ー１３）

④令和６年６月１５日（土）

1３：３０～１５：３０

西区地域福祉センター

（西区福島町２－２４－１）

③令和６年６月１４日（金）

１３：３０～１５：３０

安芸区総合福祉センター

（安芸区船越南３－２－１６）

①令和６年６月５日（水）

１０：００～１２：００

南区地域福祉センター

（南区皆実町１－４－４６

南区役所別館内）

郵送時切り取り

申込期間：令和６年４月１５日（月）～５月７日（火）必着

申込先 FAX：０８２－２６４－６４３７

安佐南区総合福祉
センター６階

西区地域福祉
センター３階

南区地域福祉センター
（南区役所別館内）４階

安芸区総合福祉
センター３階


